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船舶事故調査報告書 

 

                            平成２６年１０月３０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２６年５月２５日（日） １０時５５分ごろ 

発生場所 千葉県浦安市の東京ディズニーリゾート南東方沖 

浦安市所在の浦安沖灯標から真方位０３４°４５０ｍ付近 

（概位 北緯３５°３７.０′ 東経１３９°５３.８′） 

事故調査の経過  平成２６年５月２７日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート シロギス、５トン未満 

２３２－３５０４８千葉、株式会社雄和 

５.７６ｍ（Lr）×１.９６ｍ×１.０１ｍ、ＦＲＰ 

ガソリン機関、５８.８０kＷ、平成１４年１月 

乗組員等に関する情報 船長 男性 ５０歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免 許登録日 平成２６年２月２８日 

  免許証交付日 平成２６年２月２８日 

         （平成３１年２月２７日まで有効） 

死傷者等 なし 

 損傷 船外機のギヤボックスに亀裂、プロペラ翼の欠損、左舷外板に擦過傷等

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、同乗者２人を乗せ、東京ディズニ

ーリゾート沖に向けて航行中、船長が、浦安沖灯標（南方位標識、以

下「本件標識」という。）を視認したものの、本船の喫水が浅いの

で、本件標識の北方を航行しても問題がないものと思い、本件標識の

北方を航行した。 

本船は、東京ディズニーリゾート沖で漂泊した後、帰ろうとした

際、往航時と同様に思い、本件標識の北方を約５ノットの速力で東南

東進中、平成２６年５月２５日１０時５５分ごろ「ガリガリ」と船底

から音を発して乗り揚げた。 

船長は、船外機を停止し、チルトアップしたところ、ギヤボックス

に亀裂が生じており、オイルが漏れていることを認め、千葉市所在の

マリーナ（以下「本件マリーナ」という。）へ連絡した。 

船長は、本件マリーナから投錨するように助言を受け、船首から投
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錨したものの、本船が、南西の風に圧流されて走錨し、敷石があり、

消波ブロックが層積みされている浦安市千鳥付近の岸壁に漂着した。

本件マリーナから通報を受けて救援に向かった会員制救助組織は、

救助艇により、本船をえい
．．

航しようとしたが、本船の船底が敷石に擦

れており、破口を生じて沈没する可能性があったので、海上保安庁に

通報した。 

本船は、満潮を待ち、来援した海上保安部の巡視艇の監視のもと、

救助艇に引き出され、本件マリーナへえい
．．

航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 

 

気象：天気 曇り、風向 南西、風力 ３、視界 良好 

海象：波高 約１ｍ、潮汐 上げ潮の中央期 

 その他の事項 

 

船長は、小型船舶操縦士免許取得後、本事故時が初めての乗船であ

り、本船の操船も初めて行った。 

本船の喫水は、船首約０.２０ｍ、船尾約０.２８ｍであり、船外機

のプロペラの翼端は海面下約０.８ｍであった。 

船長は、本件マリーナから貸与されたヨット・モーターボート用参

考図及び本船のＧＰＳプロッターを見ずに航行した。 

ヨット・モーターボート用参考図（Ｈ-１７１Ｗ）によれば、本事

故発生場所周辺の水深は、０～５ｍと記載されている。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

本船は、東京ディズニーリゾート南東方沖を東南東進中、船長が、

本件標識を視認したものの、本船の喫水が浅いので、航行しても問題

がないものと思い込み、本件標識の北方を航行したことから、乗り揚

げたものと考えられる。 

船長は、ヨット・モーターボート用参考図及びＧＰＳプロッターに

より、船位及び水深を確認しながら、航行していれば、乗揚を回避で

きた可能性があると考えられる。 

原因 本事故は、本船が、東京ディズニーリゾート南東方沖を東南東進

中、船長が、本件標識を視認したものの、航行しても問題がないもの

と思い込み、本件標識の北方を航行したため、乗り揚げたことにより

発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行予定海域の水路状況を事前に調査すること。 

・ヨット・モーターボート用参考図、ＧＰＳプロッター等を活用

し、定期的に船位を確認して航行すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

千鳥 

千葉県浦安市 

事故発生場所 

（平成２６年５月２５日１０時５５分ごろ発生） 

浦安市千鳥付近の岸壁  

本船の漂着場所

本件標識 

漂泊場所 

東京ディズニーリゾート

本船航跡 


